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 本稿は昨年度の地方交付税算定結果について詳細な分析を加えたものである。今回は政

権再交代の影響で基礎資料である交付税算定計数資料の入手が遅れたこと、および自治総

研６月号で、喫緊の課題である地方公務員給与削減問題の論文を先行させたことなどによ

り、本稿の掲載が大幅に遅れたことをお断りしておく。なお、内容については２月末に自

治労主催で開催された地方財政セミナー2013の原稿を加筆修正したものである。 

 

 

 1. 2012年度地方財政計画を振り返る（図表１参照） 

 

 昨年度の地方財政計画は当初算定ベースで81兆8,647億円（前年度比△0.8％ 以下カッ

コ内は伸び率 マイナス値の場合は「△」で表記）、水準超経費を除くと81兆2,147億円

（△0.7％）と減少している。規模としては2000年度以降最も小さいが、水準超経費を除

くと2009年度並みである。 

 一般財源総額では59兆6,241億円（0.2％）、水準超経費を除くと58兆9,741億円

（0.3％）と微増、また、地方交付税総額も17兆4,545億円（0.5％）と増加している。 



 

－ 2 － 

●
－自治総研通巻417号 2013年７月号－●

 

＜図表１＞ 地方財政計画歳入歳出一覧（通常収支分） 

（単位：億円、％） 

区     分 
平成24年度
（Ａ） 

平成23年度
（Ｂ） 

増減額 
(A)-(B) (C) 

増減率 
(Ｃ）／（Ｂ) 

地 方 税 336,569 334,037 2,532 0.8 

地 方 譲 与 税 22,615 21,749 866 4.0 

地 方 特 例 交 付 金 1,275 3,877 △2,602 △67.1 

地 方 交 付 税 174,545 173,734 811 0.5 

国 庫 支 出 金 117,604 121,745 △4,141 △3.4 

地 方 債 111,654 114,772 △3,118 △2.7 

 う ち 臨 時 財 政 対 策 債 61,333 61,593 △260 △0.4 

 う ち 財 源 対 策 債 8,200 9,400 △1,200 △12.8 

使 用 料 及 び 手 数 料 14,037 14,279 △242 △1.7 

雑 収 入 40,444 40,861 △417 △1.0 

緊急防災・減災事業一般財源充当分 △96 － △96 － 

計 818,647 825,054 △6,407 △0.8 

一 般 財 源 596,241 594,990 1,251 0.2 

歳
 
 
 
 
 
入
 

（ 水 準 超 経 費 を 除 く ） 589,741 587,790 1,951 0.3 

給 与 関 係 経 費 209,760 212,694 △2,934 △1.4 

 退 職 手 当 以 外 188,247 190,961 △2,714 △1.4 

 退 職 手 当 21,513 21,733 △220 △1.0 

一 般 行 政 経 費 311,406 308,226 3,180 1.0 

 補       助 158,820 157,481 1,339 0.9 

 単       独 ※１ 138,095 138,601 △506 △0.4 

 国民健康保険・後期高齢者医療制度関係事業費 14,491 12,144 2,347 19.3 

地域経済基盤強化・雇用等対策費 ※２ 14,950 15,000 △50 △0.3 

公 債 費 130,790 132,423 △1,633 △1.2 

維 持 補 修 費 9,667 9,612 55 0.6 

投 資 的 経 費 108,984 113,032 △4,048 △3.6 

 直 轄 ・ 補 助 57,354 59,474 △2,120 △3.6 

 単          独 51,630 53,558 △1,928 △3.6 

公 営 企 業 繰 出 金 26,590 26,867 △277 △1.0 

 企業債償還費普通会計負担分 16,824 17,118 △294 △1.7 

 そ の 他 9,766 9,749 17 0.2 

不 交 付 団 体 水 準 超 経 費 6,500 7,200 △700 △9.7 

計 818,647 825,054 △6,407 △0.8 

（ 水 準 超 経 費 除 く ） 812,147 817,854 △5,707 △0.7 

歳
 
 
 
 
 
出
 

地 方 一 般 歳 出 664,533 668,313 △3,780 △0.6 

※１ 地方税等の減収分（震災関連）見合い歳出分1,271億円を控除した額である。 

※２ 地域経済基盤強化・雇用等対策費の平成23年度の額は、平成23年度地方財政計画の歳出に計

上された「地方再生対策費」（3,000億円）及び「地域活性化・雇用等対策費」（１兆2,000億

円）の合算額である。 

(資料) 2012年度地方財政計画資料より抜粋 
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 2012年度は東日本大震災分が別途創設され、復旧復興事業１兆7,788億円（うち震災復

興特別交付税6,855億円）、全国的な防災・減災事業6,329億円が計上された。 

 歳出の内訳で見ると前年度比減は、給与関係経費（20兆9,760億円 △1.4％）、地域経

済基盤強化・雇用等対策費（１兆4,950億円 △0.3％）、公債費（13兆790億円 △

1.2％）、投資的経費（10兆8,984億円 △3.6％）、公営企業繰出金（２兆6,590億円 △

1.0％）、不交付団体水準超経費（6,500億円 △9.7％）。一方、前年度比増は一般行政

経費（31兆1,406億円 1.0％）、維持補修費（9,667億円 0.6％）であった。 

 このうち、主な増減要因をみると、給与関係経費は地方自治体の定員純減の状況などを

踏まえた減、公債費は通常債の元利償還金の減少傾向による減、投資的経費は国の公共事

業関係費の減少にともなう減となっている。一方、一般行政経費は生活保護等の福祉関連

経費や国民健康保険・後期高齢者医療関係事業費の自然増や年少扶養控除廃止にともなう

国庫補助事業の一般財源化などによる増となっている。 

 このほか地域経済基盤強化・雇用等対策費については後述する。 

 歳入の内訳でみると前年度比減は地方特例交付金（1,275億円 △67.1％）、国庫支出

金（11兆7,604億円 △3.4％）、地方債（11兆1,654億円 △2.7％）、使用料及び手数料

（１兆4,037億円 △1.7％）、雑収入（４兆444億円 △1.0％）。一方、前年度比増は地

方税（33兆6,569億円 0.8％）、地方譲与税（２兆2,615億円 4.0％）、地方交付税（17

兆4,545億円 0.5％）となっている。 

 主な減要因としては、地方特例交付金は子ども手当の制度見直しによる財源補てんの廃

止、国庫支出金についても子ども手当にかかる国庫負担率の引き下げ、公共事業関連補助

金の減少、他の項目については実態ベースの傾向を反映している。また、増要因について

はもっぱら一般財源関連の項目であり、2008年度末のリーマンショック以降の大幅な税収

減からの回復局面に入り、個人・法人住民税や事業税、地方法人特別譲与税などの増加が

寄与している。 

 このほか、緊急防災・減災事業一般財源充当分が96億円控除されている。これは地財計

画の東日本大震災分として、全国的な緊急防災・減災事業（義務教育施設等の耐震やその

他社会資本整備等）に関する地方の一般財源負担分に充当するものである。これらの事業

は本来、復興増税にともなう住民税均等割の引き上げ分（2014年６月から10年間）を充当

するものであるが、増税までの期間について通常分の一般財源を充てている。 

 以上のように財源保障枠としての規模は縮小するなかで、一般財源総額では地方税や地

方交付税などがいずれも増加しており、歳入に占める一般財源比率が上昇している。その
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点では、2010年閣議決定の中期財政戦略で明記された一般財源総額の確保については堅持

されている。ただし、地財計画の一般行政経費や投資的経費の単独事業は減少しており、

社会保障関連の国庫負担事業の裏負担部分に充当する一般財源の比重が高まったことが推

察される。単独事業縮小のなかでの一般財源総額の確保は、自治体財政の裁量の拡充とい

う点からみて、必ずしも積極的な評価はできない。 

 

 

 2. 普通交付税算定結果（資料１参照） 

 

(１) 概 況 

   普通交付税の各自治体の交付額の決定は、地方交付税法等の一部を改正する法律

（2012年４月１日施行）および政省令の改正を経て、2012年７月24日に正式決定され

た。2011年度は東日本大震災の影響で８月５日となったが、昨年度は概ね通常のスケ

ジュール通りとなった。 

   普通交付税総額は16兆4,073億円（△0.1％）、このうち道府県分は８兆6,932億円

（△0.4％）、市町村分は７兆7,141億円（0.3％）となった。ただし、総額のマイナ

ス値は、2011年度は第二次補正予算により普通交付税が884億円増額された額との比

較であり、当初予算ベースでは764億円（0.5％）の増加となっている。 

   不交付団体数は55団体（東京都、市町村54）と2011年度の59団体をさらに下回って

おり、1975年度以降では1978年度の48団体以来の水準である。全自治体の人口に占め

る不交付団体の人口割合は10.6％と直近のピークとなった2008年度の29.5％の約３分

の１となった。 

   算定基礎となる基準財政需要額（以下「需要額」と呼ぶ）と基準財政収入額（以下

「収入額」と呼ぶ）の算定結果を財源不足団体（普通交付税の交付団体）についてみ

ると、道府県分では需要額が18兆1,953億円（1.4％）、収入額が９兆4,692億円

（2.6％）と収入額の伸びで差し引きの財源不足額が縮小した。一方、市町村分では需

要額が20兆9,982億円（△0.0％）、収入額が13兆2,463億円（△0.5％）と道府県とは

対照的に収入額の減少により差し引きの財源不足が拡大し、交付額で微増となった(１)。 

                                                                                 

(１) 市町村分の需要額と収入額の伸び率は、2012年度の交付団体の区分で前年度と比較したもの

である。前年度の交付団体数にもとづく単純比較では、需要額は0.5％、収入額は1.4％の伸び

となる。 
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   ただし、需要額を一定の算式にもとづき算定結果から控除し、地方債に振り替える

臨財債 (２)の振替相当額を含めると道府県分の基準財政需要額は21兆9,531億円

（1.2％）、市町村分は23兆2,743億円（0.3％）と増加しており、実質的な需要額は

増加している。 

   需要額の増加の主な要因は、道府県分では生活保護費、障がい者自立支援給付費負

担金、国民健康保険都道府県調整交付金の増加、国調人口の置き換えによる高齢者人

口の増加などの社会保障関係費、市町村分においても国民健康保険調整交付金以外の

要因で共通している。 

   一方、減少の主な要因は道府県、市町村共通して投資的経費および給与関係経費で

ある。 

   収入額の増加の主な要因は、道府県分では道府県民税法人税割、法人事業税、道府

県民税所得割、地方消費税貨物割（輸入品への課税分）、道府県たばこ税。市町村分

では市町村民税法人税割、市町村民税所得割、市町村たばこ税である。 

   一方、減少の主な要因は道府県分では児童手当及び子ども手当特例交付金の廃止、

市町村分では固定資産税（評価替えによる減）、児童手当及び子ども手当特例交付金

の廃止、減収補てん特例交付金（自動車取得税交付金対策分）の廃止(３)である。 

   需要額を区分別にみると、道府県分、市町村分とも包括算定経費および地域経済・

雇用対策費が減少しており、投資的経費が反映される前者(４)と地財計画の地域経済

基盤強化・雇用等対策費の一部が反映される後者のいずれも削減されたことが影響し

ている。 

   臨財債振替相当額は道府県分が0.2％、市町村分が3.1％増加している。地財計画上

                                                                                 

(２) 臨時財政対策債は、地方財政法の特例（現在では第23条の５の２）で発行される一般財源確

保のための特例地方債で、2001年度以降、特例法を延長して発行を可能としている。同地方債

は地方交付税法の附則にもとづく算定式より、各自治体の発行可能額が決定し、その元利償還

金は100％後年度の普通交付税算定に算入（基準財政需要額に算入）されるため、実質的な普

通交付税の振替財源と見なされている。なお、地方財政法の現時点での特例期間は2013年度ま

でとなっている。 

(３) 道府県税である自動車取得税は、その95％のうち７/10が市町村の道路延長と面積にもとづ

いて同交付金として交付されており、国・県道を管理する政令市は残りの３/10の一部が追加

交付される。2009年度から国のエコカー減税にともない、都道府県、市町村の減収補てんを臨

時交付金（減収補てん特例交付金）で補てんしていたが、2011年度末で失効したため、同交付

金も廃止された。 

(４) 2007年度にいわゆる新型交付税の導入により、基準財政需要額の算定は従来の経常経費と投

資的経費という区分を廃止し、個別算定経費と包括算定経費とした上で、従来の投資的経費の

主要な部分は包括算定経費に算入された。 
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の臨財債総額は既述のように前年度比減となっているが、これは後述する臨財債の算

定方式の見直しにともない不交付団体の発行額が激減したためであり、交付団体だけ

でみると臨財債の発行額は増加しているとみることができる。 

   全体としては需要額は拡充する一方、これを臨財債へ振り替えることで、普通交付

税総額を抑制する構造が読み取れる。 

 

(２) 2012年度の算定の特徴 

   次に2012年度の算定の特徴について解説しよう。 

  ◆ 別枠加算関連 

    地財計画で計上された「地域経済基盤強化・雇用等対策費」は、2011年度の「地

方再生対策費」「地域活性化・雇用等対策費｣(５)の２つの項目を統合した包括的な

臨時的経費である。 

    2012年度の普通交付税の算定では、この臨時的経費の統合を踏まえ、需要額の臨

時項目として、前年度の地域再生対策費と地域経済・雇用対策費を「地域経済・雇

用対策費」に統合し、7,400億円を算定した。 

    その他、「住民生活に光をそそぐ事業」「子育て支援サービス充実推進事業」

「地球温暖化対策暫定事業」小計1,450億円を社会福祉費や林野行政費などの単位

費用に加算。 

    活性化推進事業6,100億円を地域振興費など、数多くの項目の単位費用に加算し

ている（図表２参照）。 

 

                                                                                 

(５) もともと、２つの項目は臨時的に創設されたもので、地方再生対策費は2008年度に地方法人

特別税および同譲与税の導入をきっかけに創設された。また、地域活性化・雇用等対策費は

2009年の地財対策で麻生政権が地方交付税の１兆円加算を打ち出し、地域雇用創出推進費の名

目でいわゆる別枠加算を講じたことに端を発する。この別枠加算の手法は政権交代後も項目名

を変えて継承され今日にいたっている。 
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＜図表２＞ 地域経済基盤強化・雇用等対策費１兆4,950億円の基準財政需要額への反映 

（単位：億円） 

事  業 金額(億円) うち道府県 うち市町村 新設・加算する需要額項目 

地域経済・雇用対策 7,400 3,300 4,100
地域経済・雇用対策費（改

称新設） 

住民生活に光をそそぐ事業 350 70 280 社会福祉費、地域振興費等 

子育て支援サービス充実推

進事業 
1,000 200 800 社会福祉費 

地球温暖化対策暫定事業 100 50 50
林野行政費（道府県）、林

野水産行政費（市町村） 

活性化推進事業 6,100 2,850 3,250
地域振興費、高齢者保健福

祉費等 

合  計 14,950 6,470 8,480  

(資料) 総務省「平成24年普通交付税大綱」より作成 

 

    このうち、地域経済・雇用対策費の算定の考え方は図表３の通りである。 

    算定式は単位費用×人口×段階補正×係数で、係数については第一次産業産出額

や高齢者人口比率、自主財源比率の逆数など、前年度の雇用対策・地域資源活用推

進費と類似しており、段階補正とあわせて地方圏の自治体に傾斜配分されるかたち

となっている。 

    単位費用は地方再生対策費と統合されたため、道府県、市町村とも大幅に上昇し

ている。 

    段階補正は前年度と同様の補正率である。 

    係数は全体を１としてウエイト付けされており、いずれも全国平均との割合が計

算される。このうち第一次産業産出額、自主財源比率、有効求人倍率、人口密度、

高齢者人口比率にもとづく係数については、地方圏の自治体で、製造品出荷額につ

いては産業立地自治体でプラスに寄与する。 

    図表４は、市と町村の需要額について、公債費を除く個別算定経費総額に占める

当該項目の割合を前年度と比較し、その傾斜配分効果、すなわち格差是正効果を検

証したものである。 

    2012年度の算定結果は市で1.3％にとどまるのに対し、町村では5.6％を占めてお

り、同項目による町村への傾斜配分の効果を裏付けている。 

    これに対し、2011年度の地方再生対策費と雇用対策・地域資源活用推進費をあわ

せた傾斜配分効果は、市が1.5％（地方再生対策費0.7％ 雇用対策・地域資源活用

推進費0.8％）、町村が4.2％（地方再生対策費1.9％ 雇用対策・地域資源活用推進 
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  ＜図表３＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (資料) 平成24年度普通交付税大綱より抜粋 
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＜図表４＞ 格差是正算定の効果（2012年度 市町村一本算定総額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 総務省「地方交付税算定計数資料」平成23年度、平成24年度版より作成 

 

   費2.3％）であり、町村への傾斜配分効果は2012年度のほうが高い。 

    2011年度の雇用対策・地域資源活用推進費だけでみれば、2012年度の当該項目に

比べ、係数が高めに設定されているが、比較的算定が簡素な地方再生対策費と別途

算定され、単位費用が小さいため需要額への割り増し効果が小さくなったものと推

察される。これに対し、2012年度は両者の統合により大きな単位費用で算定するた

め、係数の割り増し効果が需要額に大きく反映したものとみられる。 

    いずれにしても、2012年度も前年度に引き続き、これらの包括的な別枠加算が、

町村が多い地方圏を中心に、交付税算定においてより大きな加算効果をもたらして

いる。 

    ただし、当該項目は地方交付税総額を一定程度確保する目的で臨時的に設けられ

たものであり、たとえ格差是正機能が高い算定といっても、廃止のリスクを抱える

不安定なものである。現状の需要額の水準が、少なくとも地方にとって最低限必要

なものであるならば、いわば配分技術に特化した需要額費目は、通常の需要額項目

にとってかわられるべきである。 

町村市

地方再生対策費

需
要
額
の
個
別
算
定
経
費
総
額
に
占
め
る
割
合

地域経済・雇用対策費（雇用対策・地域資源活用推進費）

2011

6.0％

5.0％

4.0％

3.0％

2.0％

1.0％
0.8％

0.7％

1.3％

1.9％

2.3％

5.6％

0.0％
2012 2011 2012
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  ◆ 臨時財政対策債算定方法見直し（資料１参照） 

    臨財債は、従来、人口を測定単位として交付・不交付団体にかかわらず算定され、

各自治体において普通交付税の算定に際して、その発行可能額を算出し、需要額か

ら控除することで、事実上、普通交付税の相当額を臨財債に振り替えている（以下

では臨財債振替前の普通交付税に占める臨財債発行可能額の割合を「振替率」と呼

ぶ）。 

    しかし、不交付団体の発行実績がほとんどないことや財政力の弱い自治体へ配慮

した財政調整機能を高める趣旨により、2011年度（試行も含めれば2010年度から）

から３年間で、人口基礎方式から自治体の財政力を基準とする財源不足基礎方式に

段階的に移行し、2013年度には交付団体のみの発行となった。 

    2012年度は両算定が併存する最終年度となり、前年度よりも財源不足方式による

算定の比重が高くなった。 

    臨財債発行可能総額は６兆1,333億円（△0.4％）と微減となっており、人口基礎

方式による算定は9,716億円、財源不足基礎方式は５兆1,617億円と後者の方式が発

行総額の８割以上を占めている。 

    このうち都道府県分は３兆7,936億円（△0.8％）で、このうち人口基礎方式が

5,151億円、財源不足基礎方式が３兆2,785億円。市町村分は２兆3,398億円

（0.2％）で、このうち人口基礎方式が4,566億円、財源不足基礎方式が１兆8,832

億円となり、市町村の発行可能額の伸びがみられる。 

    具体的な算定式は以下の通りである。 

    まず、人口基礎方式では、単位費用が都道府県4,395円、市町村2,821円と前年度

の約２分の１に減少している。これに前年度適用した補正係数Ａと調整率(６)で補

正した2010年度国調人口をかけて発行可能額を算出している。 

    一方、財源不足基礎方式は振替前の基準財政需要額から人口基礎方式による額を

控除したものから、収入額を差し引いて財源不足を算出し、これに財源不足基礎方

式による全国平均の振替率、財政力指数にもとづく補正係数（市町村では政令市と

その他市町村で別立て）、調整率をかける。なお、財政力指数は2011年度算定では

過去３カ年平均を用いたが、都市部の法人課税の変動にともなう財政力の変動など

を鑑み５カ年平均に置き換えている。 

                                                                                 

(６) あらかじめ設定されている人口基礎方式、財源不足基礎方式による振替総額に一致させるた

めの調整率 
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○ 臨財債の算定式の詳細 

  【人口基礎方式】 

   （都道府県4,395円 市町村2,821円）×2010年国調人口×Ａ×調整率 

   Ａ：2011年度の臨財債算定に用いた補正係数 

   詳細は2006年度の「その他の諸費（経常経費、人口）」に適用された段階

補正、密度補正Ⅰ、普通態容補正Ⅰ、寒冷補正の各係数を乗じたもの 

  【財源不足基礎方式】 

   ｛（振替前需要額－人口基礎方式需要額）－基準財政収入額｝×Ｅ×財政

力指数に応じた補正係数×調整率 

   Ｅ：普通交付税から臨財債（財源不足基礎方式）への振替率の全国平均 

   ＊財政力指数は過去５カ年平均（前年度は３カ年平均） 

 
 

    財源不足基礎方式は、財源不足が大きいすなわち財政力指数の低い自治体におい

て振替額が大きくなる算定構造をもっており、基本的に財政力の低い自治体におけ

る臨財債の発行額は大きくなる。 

    ところが、図表５で財政力指数に応じた補正係数についてみると、道府県、市町

村ともに財政力の高さに比例して高い係数が適用されており、とりわけ政令市につ

いてはさらに高い係数が適用される。 

    この結果、交付税から臨財債への振替率でみると、財政力に比例して高くなる傾

向がみられる。 

    図表６－１・２は、福岡県内市町村の財政力指数と臨財債への振替率の相関を、

2011年度と2012年度についてみたものである。財政力指数は決算データとして通常

公表されている３カ年平均を用いる。また臨財債の振替率については臨財債発行可

能額と普通交付税総額の合計に対する臨財債の割合で計算した。 

    各自治体の結果を表した座標の傾向をみると、右肩上がりとなっており、財政力

に比例して振替率が上昇していることがわかる。なお、図中で振替率が50％を超え

ているのは福岡市であり、政令市の補正係数が相対的に高くなる推計と一致する。 

    財源不足基礎方式の過渡期にある2011年度と2012年度の相関性の分布状況を、線

形の近似線の傾きで比較してみると、2011年度の0.472に対し2012年度が0.498と上

昇している。この結果から財源不足基礎方式の比重が高まった2012年度のほうが、
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各自治体の振替率が上昇し、財政力に比例した振替効果が高まったことが裏付けら

れる。 

    以上のことから財源不足基礎方式への移行により、個別自治体の財源保障には次

のような傾向が生じると推察される。すなわち、財政力が高い自治体は、財源不足

を臨財債でまかなう割合、財政力が低い自治体では交付税で直接的に補てんされる

割合が、それぞれ高くなるということである。 

    臨財債は周知のように後年度の元利償還金の100％が基準財政需要額に算入され

るため、実質的な自治体負担はないものとされているが、地方交付税総額の伸びが

低迷するなかでは、元利償還金の一定程度を実質的に負担しているとみることがで

きる。そうであるならば、財政力が高い自治体は低い自治体に比べ、財源不足の補

てんを自己負担する程度が高いということになる。財源不足基礎方式の導入は、財

源不足に対する普通交付税と臨財債による補てんにおいて、財政力による差をつけ

る財源保障の構造を組み込んだということができる。 

 

＜図表５＞ 財政力指数ごとの臨財債発行可能額の補正係数のイメージ 

 

道 府 県 市 町 村 

補正係数（概算) 
財政力指数 補正係数（概算) 財政力指数 

政令市 その他の市 

0.85 0.85以上 1.00 0.95以上 0.65以上 

0.80 0.75 0.90 0.75 0.55－0.45 

0.60 0.4 0.70 0.45 0.35－0.25 

0.50 0.3 0.60 0.35 0.25 

0.5未満 0.3未満 0.6未満 0.35未満 0.25未満 

(資料) 地方財務協会「地方財政」2012年９月号182ページをもとに作成 
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  ＜図表６－１＞ 福岡県内市町村の財政力指数と臨財債振替率（2011年度算定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜図表６－２＞ 福岡県内市町村の財政力指数と臨財債振替率（2012年度算定) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 縦軸のパーセントは普通交付税から臨財債への振替率を表しており、次のような式により

算出した。 

    臨財債振替率＝臨財債発行可能額／（臨財債発行可能額＋普通交付税額） 

y = 0.4728x - 0.0652y = 0.4728x - 0.0652
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  ◆ 特定被災地方公共団体の算定 

    東日本大震災の被災地では道路や港湾などのインフラの喪失や人口、児童生徒数

等の急減などにより、地方交付税算定が依拠する統計上数値が把握困難であったり、

数値の激変が生じており、通常の財政需要の算定が困難な状況となっている。 

    そこで「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」

により、特定被災地方公共団体に指定された自治体については、2011年度の算定か

ら特例的な算定方法を適用している。 

    2011年度は需要額項目のうち、当該年度の学校基本調査の数値を用いる教育費関

連において、避難などによる児童・生徒数の激減に対し、年度内に復帰するものと

みなして児童数等の伸び率を全国平均水準で算定し、学校施設の維持管理費等につ

いても復帰後を想定して通常の経費を算定した。また基準財政収入額についても法

人関係税については、過去の実績から推計すると税収が過大評価され、交付税算定

が実状にあわないため、これを踏まえた割落としなどが講じられた。 

    2012年度も引き続き統計の実態にかかわらず特例措置が講じられている。 

  ◆ 児童手当制度改正にともなう地方負担対応 

    2012年度以降、いわゆる子ども手当制度が見直され、児童手当法改正により一定

の所得制限がかかる児童手当制度に移行した。同時に国と地方の負担割合を再設定

し、事業主負担を除く事業費を国２、地方１で負担することとした。財源は年少扶

養控除の廃止にともなう個人住民税の増額分であるが、同時に需要額の社会福祉費

に地方負担額分が算入された。 

  ◆ 地域主権一括法関連 

    2011年８月30日に公布されたいわゆる第二次一括法によって、都道府県から基礎

自治体への権限移譲が制度化された。このため、需要額の算定においても、道府県

算定に算入される経費を市町村算定に移行させる必要が生じた。 

    具体的には道府県と市町村の包括算定経費（測定単位 人口）において、所要一

般財源額を包括的に移行させる方法をとっており、道府県分の単位費用の引き下げ

と市町村分の引き上げによる。 

    ただし、同項目自体が文字通り包括的な算定のため、単位費用における具体的な

引き上げ額を確認することはできない。しかも、市町村の単位費用は地財計画にも

とづく定員合理化などの影響を反映して、前年度比マイナスとなっており、実感の

ない財源保障となっている。 
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    なお、移譲事務のなかには保健所設置市（９法律）、特例市以上（２法律）、中

核市以上（３法律）、政令市（２法律）などがある。これらの権能差に関する需要

額算定は、通常、該当項目の普通態容補正に反映されるが、権限移譲が多い保健衛

生関連に関わるとみられる保健衛生費について昨年度と比較したところ、明らかな

変化はみられなかった。 

    そもそも権限移譲といっても基準設定、許認可、立ち入り検査など顕著な財政需

要が生じるものがないことから、単位費用、補正係数のいずれにおいても、明確な

算定上の変化が確認できない。 

 

 

 3. 算定基礎の状況 
 

(１) 単位費用 

  ◆ 概 況 

    図表７は2012年度単位費用の前年度との比較である。 

    教育費、社会保障費、産業経済費関連を除き、前年度減となっているものが多く、

個別算定経費（公債費）と包括算定経費の延べ項目のうち、前年度比減となった項

目割合は道府県分では約７割、市町村では約６割である。ただし、道府県および市

町村の高齢者保健福祉費（65歳および75歳以上人口）、徴税費（世帯数）。道府県

の恩給費（恩給受給権者数）。市町村の小学校費（児童数）、戸籍住民基本台帳費

（戸籍数・世帯数）については、単位当たりの基礎となる標準団体規模の統計数値

の置き換えによる影響があり、これらについては必ずしも実質的な伸び率ではない。

なお標準団体規模の引き下げは単位費用の上昇、引き上げはその減少となる。 

    全般的な減少要因としては福祉関係を除けば標準団体職員数の削減が多く、地財

計画の人員削減が影響しているものとみられる。 

    一方、増加要因として概ね共通しているのは、昨年に引き続き活性化推進事業費

であり、地財計画の別枠加算のうち、総額6,100億円相当が単位費用に反映されて

いる。これらのいわばかさ上げ加算が単位費用の減少をある程度相殺している。 

    図表８は単位費用の増減要因を項目別に整理したものである。いわゆる別枠加算

の一部である活性化推進事業費が多くの項目で算入されていることがわかる。 
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＜図表７＞ 単位費用の状況 
 
(道府県分）     (円） (市町村分)      (円) 

費  目 測定単位 2011 2012 伸び率 費  目 測定単位 2011 2012 伸び率 

警  察  費 警察職員数 8,875,000 8,806,000 -0.8％ 消  防  費 人 口 11,200 11,300 0.9％ 

道路の面積 161,000 160,000 -0.6％ 道路の面積 82,400 79,600 -3.4％ 
道路橋梁費 

道路の延長 2,075,000 2,013,000 -3.0％
道路橋梁費

道路の延長 219,000 206,000 -5.9％ 

河 川 費 河川の延長 173,000 172,000 -0.6％ 係留施設の延長 28,900 27,600 -4.5％ 

係留施設の延長 29,300 29,200 -0.3％
港湾費(港湾)

外郭施設の延長 6,110 6,100 -0.2％ 
港湾費(港湾) 

外郭施設の延長 6,110 6,100 -0.2％ 係留施設の延長 11,900 11,600 -2.5％ 

係留施設の延長 11,900 11,500 -3.4％
港湾費(漁港)

外郭施設の延長 4,400 4,380 -0.5％ 
港湾費(漁港) 

外郭施設の延長 6,040 5,980 -1.0％ 都市計画費 都市計画区域における人口 1,050 1,010 -3.8％ 

土 
 
木 
 
費 

その他の土木費 人 口 1,640 1,550 -5.5％ 人 口 611 561 -8.2％ 

小 学 校 費 教 職 員 数 6,614,000 6,435,000 -2.7％
公 園 費

都市公園の面積 37,700 37,700 0.0％ 

中 学 校 費 教 職 員 数 6,677,000 6,484,000 -2.9％ 下 水 道 費 人 口 94 94 0.0％ 

教 職 員 数 7,199,000 6,998,000 -2.8％

土

木

費

その他の土木費 人 口 1,880 1,820 -3.2％ 
高等学校費 

生 徒 数 68,000 67,900 -0.1％ 児 童 数 43,300 44,800 3.5％ 

教 職 員 数 6,496,000 6,322,000 -2.7％ 学 級 数 916,000 914,000 -0.2％ 
特別支援学校費 

学 級 数 2,405,000 2,247,000 -6.6％

小 学 校 費

学 校 数 9,463,000 9,441,000 -0.2％ 

人 口 1,860 1,830 -1.6％ 生 徒 数 41,700 42,300 1.4％ 

高等専門学校及び
大学の学生の数

243,000 242,000 -0.4％ 学 級 数 1,211,000 1,149,000 -5.1％ 

教 
 
育 
 
費 

その他の教育費 

私立の学校の幼児、
児童及び生徒の数

262,900 266,400 1.3％

中 学 校 費

学 校 数 9,971,000 9,917,000 -0.5％ 

生活保護費 町村部人口 8,170 8,770 7.3％ 教 職 員 数 7,269,000 7,096,000 -2.4％ 

社会福祉費 人 口 11,600 12,000 3.4％
高等学校費

生 徒 数 78,900 81,200 2.9％ 

衛 生 費 人 口 12,500 14,400 15.2％ 人 口 5,200 5,180 -0.4％ 

65歳以上人口 51,400 48,000 -6.6％

教

育

費

その他の教育費
幼稚園の幼児数 355,000 353,000 -0.6％ 

高齢者保健福祉費 
75歳以上人口 101,000 91,500 -9.4％ 生活保護費 市 部 人 口 8,370 8,970 7.2％ 

厚
生
労
働
費 

労 働 費 人 口 565 535 -5.3％ 社会福祉費 人 口 18,800 19,600 4.3％ 

農業行政費 農 家 数 120,000 119,000 -0.8％ 保健衛生費 人 口 6,570 6,460 -1.7％ 

公有以外の林野の面積 5,110 5,020 -1.8％ 65歳以上人口 70,800 65,600 -7.3％ 
林野行政費 

公有林野の面積 15,800 15,800 0.0％
高齢者保健福祉費

75歳以上人口 92,000 81,400 -11.5％ 

水産行政費 水産業者数 335,000 330,000 -1.5％

厚
生
費

清 掃 費 人 口 5,440 5,230 -3.9％ 

産
業
経
済
費 

商工行政費 人 口 2,290 2,280 -0.4％ 農業行政費 農 家 数 90,700 83,800 -7.6％ 

徴 税 費 世 帯 数 6,650 6,350 -4.5％ 林野水産行政費
林業及び水産業
の 従 業 者 数

285,000 289,000 1.4％ 

恩 給 費 恩給受給権者数 1,201,000 1,139,000 -5.2％

産
業
経
済
費 商工行政費 人 口 1,480 1,480 0.0％ 

総
務
費 

地域振興費 人 口 761 773 1.6％ 徴 税 費 世 帯 数 5,800 5,300 -8.6％ 

地方再生対策費 人 口 969  皆減 戸 籍 数 1,550 1,540 -0.6％ 

雇用対策・地域資源活用推進費 人 口 680  皆減 
戸籍住民基本台帳費

世 帯 数 2,880 2,360 -18.1％ 

地域経済・雇用対策費 人 口  2,630 皆増 人 口 2,230 2,280 2.2％ 

地域の元気づくり推進費 人 口  皆増 

総
務
費

地域振興費
面 積 1,219,000 1,219,000 0.0％ 

人 口 12,120 11,960 -1.3％ 人 口 1,260  皆減 
包 括 算 定 経 費 

面 積 1,262,000 1,291,000 2.3％
地方再生対策費

耕地及び林野面積 900  皆減 

      雇用対策・地域資源活用推進費 人 口 526  皆減 

      地域経済・雇用対策費 人 口  2,340 皆増 

      地域の元気づくり推進費 人 口   皆増 

      人 口 22,500 22,070 -1.9％ 

      

包 括 算 定 経 費
面 積 2,564,000 2,583,000 0.7％ 

(資料) 地方財務協会「地方財政」2012年５月号資料より作成 

(注) 網掛けは前年度比マイナスとなったもの 
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＜図表８＞ 項目別の単位費用の主な増減理由 

 
  主 な 増 減 理 由 

警察費（警察職員数） 標準団体警察事務職員数の減員 
道路橋りょう費（道路面積） 標準団体職員数の減員 
港湾費（港湾・係留施設延長） 
港湾費（漁港・係留施設延長） 

工事請負費の削減 

河川費 標準団体職員数の減員 
その他の土木費 標準団体職員数の減員 
小学校費 活性化推進事業費の継続、標準団体一般教員・事務職員の減員 
中学校費 活性化推進事業費の継続、標準団体一般教員・事務職員の増員 
高等学校費（教職員数） 活性化推進事業費の継続 
高等学校費（生徒数） 活性化推進事業費の継続 
特別支援学校費（教職員数） 標準団体職員数の増員 
特別支援学校費（学級数） 活性化推進事業費の継続、標準団体職員数の減員 
その他の教育費（人口） 活性化推進事業費の継続 
生活保護費 扶助費の増加（扶助単価等の改定）、標準団体職員数の増員 
社会福祉費 活性化推進事業費の継続、児童福祉司の増員、児童手当給付費の見直し（制度改正) 

衛生費 
活性化推進事業費の継続、国保都道府県調整交付金負担率引き上げ、特定疾患治療
研究事業にかかる地方の超過負担分 

高齢者保健福祉費（65歳以上人口) 活性化推進事業費の継続、標準団体規模の見直し(400,000人→440,000人)、標準団体職員数の減員 
高齢者保健福祉費（75歳以上人口) 標準団体規模の見直し（220,000人→260,000人） 
労働費 活性化推進事業費の継続、標準団体職員数の減員 
農業行政費 活性化推進事業費の継続、標準団体職員数の減員 
林野行政費（公有以外の林野の面積) 活性化推進事業費の継続、地球温暖化対策暫定事業経費の継続、標準団体職員数の減員 
林野行政費（公有林野の面積） 地球温暖化対策暫定事業経費の継続 
水産行政費 
(水産業者数および漁業協同組合数) 

活性化推進事業費の継続、標準団体職員数の減員 

商工行政費 
活性化推進事業費の継続、標準団体の商工関係事業所数引き下げ、同商工業の従業
者数引き上げ、標準団体職員数の減員 

徴税費 標準団体行政規模（世帯数）の引き上げ、標準団体職員数の減員 
恩給費 標準団体行政規模（恩給受給権者数）の引き下げ 
地域振興費 活性化推進事業費の継続、標準団体職員数の増員、消費者行政推進経費の拡充 
地域経済・雇用対策費 統合、新設 

道
 
 
府
 
 
県
 

包括算定経費（人口） 
地財計画に基づく定員合理化等による職員減員、第二次一括法にもとづく基礎自治
体への権限移譲にともなう経費控除 

消防費 活性化推進事業費の継続、消防団員安全装備品充実経費 
道路橋りょう費（道路面積） 標準団体職員数の減員 
港湾費（港湾・係留施設延長） 標準団体職員数の減員、工事請負費の削減 
港湾費（漁港・係留施設延長） 工事請負費の削減 
都市計画費（都市計画区域人口） 標準団体職員数の減員 
公園費（人口） 標準団体職員数の減員 
小学校費（児童数） 標準施設規模（児童数）の引き下げ 
小学校費（学級数） 活性化推進事業費の継続、学校図書館への新聞配置に要する経費 

小学校費（学校数） 
活性化推進事業費の継続、学校図書館担当職員の配置に要する経費、特別支援教育
支援員の配置に要する経費 

中学校費（学級数） 活性化推進事業費の継続、学校図書館への新聞配置に要する経費 
中学校費（学校数） 活性化推進事業費の継続、学校図書館担当職員の配置に要する経費 
高等学校費（教職員数） 
高等学校費（生徒数） 

活性化推進事業費の継続 

その他の教育費（人口） 活性化推進事業費の継続 
生活保護費 扶助費の増加（扶助単価等の改定）、標準団体職員数の増員 
社会福祉費 活性化推進事業費の継続、標準団体職員数の引き下げ、児童手当給付費の見直し(制度改正) 
保健衛生費 活性化推進事業費の継続、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時交付金関連経費 
高齢者保健福祉費（65歳以上人口) 活性化推進事業費の継続、標準団体規模の見直し(24,000人→26,000人)、標準団体職員数の減員 
高齢者保健福祉費（75歳以上人口) 標準団体規模の見直し（13,000人→15,000人） 
清掃費 標準団体職員数の減員、ごみ・し尿処理収集、分別収集の委託料の見直し 
農業行政費 活性化推進事業費の継続、標準団体職員数の減員 

林野水産業行政費 
活性化推進事業費の継続、地球温暖化対策暫定事業経費の継続、標準団体規模（林
業及び水産業従業者数）の引き下げ 

商工行政費 活性化推進事業費の継続、標準団体規模（商工業従業者数）の引き上げ 
徴税費 標準団体行政規模（世帯数）の引き上げ、標準団体職員数の減員 
戸籍住民基本台帳費（戸籍数） 標準団体行政規模（戸籍数）の引き上げ、戸籍事務電算化に要する経費の見直し 

戸籍住民基本台帳費（世帯数） 
標準団体行政規模（世帯数）の引き上げ、住基台帳法改定にともない外国人住民に
かかる住基台帳事務経費を算入 

地域振興費（人口） 活性化推進事業費の継続、消費者行政推進経費の拡充 
地域振興費（面積） 活性化推進事業費の継続 
地域経済・雇用対策費 統合、新設 

市
 
 
町
 
 
村
 

包括算定経費（人口） 
地財計画に基づく定員合理化等による職員減員、第二次一括法にもとづく基礎自治
体への権限移譲にともなう経費算入 

(資料) 『地方財政』2012年５月号より作成 

(注) 網掛けは単位費用が減少した項目。ただしすべての減少項目を掲載しているわけではない 
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  ◆ 給与単価関係 

    経常的な経費の単位費用には職員の人件費が算入されており、経費項目ごとに標

準団体の職員数や配置を設定し、基準財政需要額に反映される。 

    地財計画に計上された各人件費の基準財政需要額への算入方法は以下の罫線内に

書かれた内容であり、基本的には本俸や主な手当は、単位費用の共通の統一単価ま

たは関係各費目での設定を通じて反映され、その他地域手当や寒冷地手当などの地

域差がある人件費は補正係数で計算される。 

    統一単価の設定方法を一般職員を例に解説すると次のような算定基礎にもとづく。 

    標準的経費を算定するために部長職、課長職、職員ＡおよびＢの４つの職位を想

定し、それぞれの給与単価を掛け合わせる。職員Ａ・Ｂの区分は経験年数の違いを

想定しており、高めと低めの標準的な給与単価が設定される。 

    給与単価は統計法にもとづく指定統計調査である５年に１度の地方公務員給与実

態調査、全国の人事委員会勧告の内容などを反映させている。あくまで平均的なモ

デル単価であり、各自治体の給与の実態とは一致しないが、基準財政需要額に含ま

れる給与費の総額は地方財政計画の給与関係経費にもとづいており、マクロベース

の財源保障の動向と基本的には相関している。ただし、後述するように絶対的なも

のではない。それでも経年的にみると、近年、地財計画の給与関係経費は減少の一

途をたどっており、これにともない給与単価が引き下げられる傾向にあり、単位費

用における減少要因の一つとなっている。 

    普通交付税における人件費算定はかつての国基準から地方の実態を基礎とする方

法に転換しており、自治体ごとの人件費の取り扱い状況の総体が財源保障の水準を

決める傾向がみられる。 

    給与単価の個別項目は以下のような算定根拠をもつ。 

 
 
● 本俸 

 義務教育関係職員を除いて、指定統計の2008年度地方公務員給与実態調査の結

果と地財計画に準じた理論上の昇給原資率等を乗じ、加えて全国の人事委員会

勧告の内容を反映させ、職種別の単価を見直す。 

● 職員手当 

 国の給与制度および地財計画における職員手当等の改定に準じて改定してお

り、詳細は以下のようなものである。 
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 ① 地域手当 

   単位費用ではなく、級地別の普通態容補正の共通係数で一括算定している

（後述）。2006年度から2009年度までは旧調整手当との差を段階的に見直

し、2010年度より「地域手当の級地区分」にもとづき算定している。 

 ② 期末勤勉手当 

   地財計画に準じて、3.94月としている。 

 ③ 管理職手当 

   2008年度より国家公務員について定率制から官職別の定額制に移行したの

にともない、地財計画と同様に定額制に改定している。また、2011年度より

全国の人事委員会勧告の内容を反映している。 

 ④ 退職手当 

   地財計画に計上された退職手当総額から退職手当債相当分を控除した額に

もとづき、本俸に乗ずる退職手当率を設定し改定している。 

 ⑤ 共済組合負担金 

   短期給付負担金、長期給付負担金、追加費用に関する料率を改定 

 ⑥ その他の諸手当 

   通勤手当等については地財計画に準じて改定 

● その他の人件費関連 

 報酬、費用弁償、旅費、賃金等については、国の予算措置、地財計画、物価動

向等にもとづき見直している。 

● 給与改善費 

 2002年度に国の予算で公務員の給与改善費を計上しないこととなり、これを受

けて2003年度以来、地財計画においても計上せず、基準財政需要額にも算入さ

れていない。 

 なお、地財計画では一般行政経費の単独事業経費に、年度途中のさまざまな財

政需要変化に対応した予備費に相当するものとして「追加財政需要額」（2012

年度4,700億円）を計上しており、基準財政需要額においても4,100億円を算入

し、このうち１/２程度を包括算定経費（人口・面積）で一括計上している。

「追加財政需要」はさまざまな経費を想定しているが、たとえば各年の給与改

定もこうした財政需要の対象となる。 

● 議員及び特別職：地方公務員の給与改定状況、給与実態等を踏まえて改定 
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    図表９は給与統一単価の積算基礎の内訳と前年度からの増減額を表したものであ

る。 

    合計額でみると2012年度は道府県分すべての職位で減少しているのに対し、市町

村分では増加している。 

    それぞれの内訳で見ると本俸、期末勤勉手当、退職手当などで道府県分、市町村

分のいずれも増加しており、主な減少要因となっているのは料率の見直しにともな

う共済組合負担金である。 

    少なくとも2012年度算定結果から交付税算定における給与費には２つのことを指

摘できる。 

    第一に、地財計画の給与関係経費との相関性の問題である。2012年度の地財計画

の給与関係経費の積算基礎をみると給与費（共済組合負担金等除く）は前年度費減

となっており、必ずしも交付税の給与単価との相関性がみられない。 

    地財計画の歳出と基準財政需要額との関係は、地財計画の一般財源対応部分から

留保財源と特別交付税対応分を除く経費が需要額に反映され、なかでも人件費関連

はほぼ100％が需要額に算入されている。したがって、一般的には地財計画の給与

関係経費の削減は需要額に含まれる給与単価のマイナスとして反映されるとみなす

ことができる。ところが実際の算定基礎をみると、上述のような本俸や手当などで

は前年度費増となっている。 

    すなわち、地財計画ベースで給与関係経費が削減されたからといって、必ずしも

普通交付税算定においてマイナス算定になるとは限らないということがいえる。 

    第二に、給与単価の算定基礎の内容である。道府県分でみたように給与単価の積

算基礎の合計額でみると、前年度比減となっているが、その要因は主に共済組合負

担金の改定によるものであり、本俸などではプラスで算定されている。すなわち、

地財計画の給与関係経費と交付税の給与費総額を比較してみると、給与項目のすべ

てにおいて削減されていると認識しがちであるが、内訳までみると必ずしもそうで

はない。 

    以上のことから交付税算定における人件費の扱いは、地財計画の動向を踏まえつ

つも、同時に閣議決定される単位費用の給与統一単価の内容まで、踏み込んで検証

する必要がある。
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  ◆ 職員数 

    地財計画上の職員数は各自治体の定員動向や義務教育教職員の改善増等を踏まえ

て、以下のような増減を見込んでいる。 

 
 

警 察 関 係 職 員：警察官626人の増員、同事務職員81人の減員 

義務教育関係職員：2,036人の減員 

そ の 他 教 職 員：高校553人の増員（特別支援学校等の増加）、幼稚園・大学540

人の減員、高校事務職員等98人の減員 

一 般 職 員：8,863人の減員 

 以上の計画上の人員の変動は、普通交付税の算定においてさまざまなかたちで反

映される。 

個別経費の単位費用算定による反映：標準団体の職員数の引き下げ 

測定単位による反映：教育費関連の教職員数など 

補正係数による反映：市町村分の大学教職員についてはその他の教育費の密度補正

に反映 

まとめて単位費用に反映：一般職員定数合理化分を包括算定経費で一端包括的に削

減した上で、その後の実態を踏まえて個別経費の算定に

移し替える 

 
 

 

(２) 測定単位 

   測定単位は地方交付税法および普通交付税に関する省令において適用する単位と参

照すべき統計データが規定されている。 

   2012年度の統計上の置き換えや修正は、2010年国調人口（確定値）、高齢者人口、

林野水産業従事者数。また、毎年度の変更としては教職員数、児童・生徒数、港湾係

留施設延長、外郭施設延長である。 

   各測定単位の総計が前年度比で減少したのは道府県分では、高等学校の教職員数お

よび生徒数、町村部人口、農家数、公有林野面積、水産業者数、恩給受権者数。市町

村分では小中高等学校の児童数・生徒数、小中学校の学級数・学校数、高等学校教職

員数、幼稚園園児数、農家数、林野・水産業者数である。 
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(３) 補正係数 

   2010年度算定において市町村の段階補正および道府県、市町村の人口急減補正の一

部復元が講じられたが、2012年度はこうした特徴的な見直しはなかった。そうしたな

かで以下のような見直しがされた。 

  ◆ 寒冷補正の充実（資料１参照） 

    寒冷補正は寒冷地における給与差、寒冷度、積雪度に応じてそれぞれ設定される

級地に応じて補正するもので、適用項目は道府県分では道路橋りょう費（面積およ

び延長）等、延べ９項目、市町村分では小・中学校費（各測定単位）等、延べ23項

目にわたる。 

    このうち給与差は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律に定める支給地域

（2004年度改定）に応じて級地区分を設定している。級地区分の適用は激変緩和措

置として2009年度までは改定前の級地が適用されたが、2010年度より本来の級地に

戻っている。 

    積雪度は気象データによる累年平均積雪積算値にもとづき５級地（無級地から４

級地）が設定される。従来は1978年から1997年の20年間のデータを基礎としていた

が、2012年度は気象データを2000年度以来12年ぶりに見直し、1989年から2008年の

データに置き換えた。 

    積算値にもとづく自治体ごとの級地決定では、近年の豪雪などの状況を踏まえ、

除排雪決算の状況を加味したり各自治体からのヒアリングを通じて積雪度級地の基

準を緩和するなどの特例措置を講じている。補正率の基礎となる除雪作業員の労働

単価については、農水省・国交省の公共事業労務費調査にもとづき改定しており、

2012年度は9,770円から9,700円に引き下げている。 

    寒冷度の補正については暖房燃料費の変動を踏まえた見直しを行っている。 

  ◆ 普通態容補正の見直し 

    普通態容補正は自治体ごとの行政の質量差、給与差、権能差にともなう自治体の

経費の違いを反映するもので、給与差では地域手当が反映される。 

    給与差は、共通係数と個別係数からなり、共通係数では地方公務員給与実態調査

にもとづき地域手当の級別の一人あたり給料、地域手当、扶養手当などを合算して、

標準団体における一人あたりの給料等合算額で割ったものを、普通態容補正を適用

するすべての項目の共通の係数とする。一方、個別係数は地財計画における一般行

政経費の状況、自治体の決算状況、自治体予算におけるシーリングの状況などを折



 

－ 24 － 

●
－自治総研通巻417号 2013年７月号－●

 

り込んで、各項目で個別に適用する係数である。 

    道府県分の共通係数は補正係数の簡素化の観点から、現在、職員数を測定単位と

するもの以外はすべて「地域振興費（人口）」で一括適用しており、2009年度には

警察費もその対象となった。 

    市町村分については2009年度から消防費、公園費、下水道費、清掃費の共通係数

について、同じく「地域振興費（人口）」で一括算定されている。 

    また、市町村分の個別係数については、地方自治体の各種経費削減の実態を踏ま

えて2006年度より３年間にわたり一律10％の削減が行われ、2012年度においても同

様の理由で道路橋りょう費、都市計画費、公園費、下水道費、その他土木費、その

他の教育費（人口）、高齢者保健福祉費、清掃費、商工行政費、地域振興費（投

資）において見直しが行われた。 

  ◆ 頑張る地方応援プログラムの経過措置 

    2007年度から３年間にわたり、国において地方自治体の地域活性化施策に対する

財政支援を講じる「頑張る地方応援プログラム」プロジェクトが創設され、その一

環として普通交付税算定において、各種成果指標にもとづく補正係数を採用したい

わゆるインセンティブ算定が導入された。プロジェクトは2009年度で終了したが、

激変緩和措置として2010年度から３年間にわたり補正係数を段階的に引き下げる算

定方法が講じられている。 

    2012年度は算定した係数に0.1を乗じているが、いわゆる行革インセンティブと

いわれる歳出削減率（地域振興費）および徴収率（徴税費）にかかる算定について

は廃止されずに存置されている。 

（とびた ひろし 公益財団法人地方自治総合研究所研究員） 
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＜資料１＞

(資料)　総務省ホームページ「平成24年度普通交付税大綱」より抜粋
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